
指 示 

 
令和６年３月１４日 

 
 
茨城県知事 
大井川 和彦 殿 

 
原子力災害対策本部長 

         内閣総理大臣 
岸田 文雄 

 
 
貴県に対する、原子力災害対策特別措置法（平成１１年法律第１５６号）第

２０条第２項に基づく令和５年３月８日付け指示は、下記のとおり変更する。 
 

記 
 
 
１．茨城県ひたちなか市、守谷市、鉾田市及びつくばみらい市において産出さ

れたしいたけ（露地において原木を用いて栽培されたものに限る。）について、

当分の間、出荷を差し控えるよう、関係自治体の長及び関係事業者等に要請

すること。 
 
２．茨城県土浦市、常陸大宮市、那珂市、行方市、小美玉市、茨城町及び阿見

町において産出されたしいたけ（露地において原木を用いて栽培されたもの

に限る。）について、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係自治体の長及び

関係事業者等に要請すること。ただし、貴県の定める管理計画に基づき管理

されるしいたけについては、この限りではない。 

 

３．茨城県土浦市、鉾田市及び茨城町において産出されたしいたけ（施設にお

いて原木を用いて栽培されたものに限る。）について、当分の間、出荷を差し

控えるよう、関係自治体の長及び関係事業者等に要請すること。ただし、貴

県の定める管理計画に基づき管理されるしいたけについては、この限りでは

ない。 
 



４．茨城県日立市、石岡市、常陸太田市、高萩市、北茨城市、笠間市、常陸大

宮市、桜川市、城里町及び大子町において産出されたこしあぶら（野生のも

のに限る。）について、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係自治体の長及

び関係事業者等に要請すること。 
 
５．茨城県水戸市、日立市、石岡市、常陸太田市、高萩市、北茨城市、笠間市、

つくば市、茨城町、城里町及び大子町において採取されたきのこ類（野生の

ものに限る。）について、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係自治体の

長及び関係事業者等に要請すること。 
 
６．貴県において捕獲されたいのししの肉について、当分の間、出荷を差し控

えるよう、関係自治体の長及び関係事業者等に要請すること。ただし、貴県

の定める出荷・検査方針に基づき管理されるいのししの肉については、この

限りではない。 
 



指 示 

 
令和５年３月８日 

 
 
茨城県知事 
大井川 和彦 殿 

 
原子力災害対策本部長 

         内閣総理大臣 
岸田 文雄 

 
 
貴県に対する、原子力災害対策特別措置法（平成１１年法律第１５６号）第

２０条第２項に基づく令和３年１２月１７日付け指示は、下記のとおり変更す

る。 
 

記 
 
 
１．茨城県ひたちなか市、守谷市、那珂市、鉾田市及びつくばみらい市におい

て産出されたしいたけ（露地において原木を用いて栽培されたものに限る。）

について、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係自治体の長及び関係事業

者等に要請すること。 
 
２．茨城県土浦市、常陸大宮市、行方市、小美玉市、茨城町及び阿見町におい

て産出されたしいたけ（露地において原木を用いて栽培されたものに限る。）

について、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係自治体の長及び関係事業

者等に要請すること。ただし、貴県の定める管理計画に基づき管理されるし

いたけについては、この限りではない。 

 

３．茨城県土浦市、鉾田市及び茨城町において産出されたしいたけ（施設にお

いて原木を用いて栽培されたものに限る。）について、当分の間、出荷を差し

控えるよう、関係自治体の長及び関係事業者等に要請すること。ただし、貴

県の定める管理計画に基づき管理されるしいたけについては、この限りでは

ない。 

（参考） 



 
４．茨城県日立市、石岡市、常陸太田市、高萩市、北茨城市、笠間市、常陸大

宮市、桜川市、城里町及び大子町において産出されたこしあぶら（野生のも

のに限る。）について、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係自治体の長及

び関係事業者等に要請すること。 
 
５．茨城県水戸市、日立市、石岡市、常陸太田市、高萩市、北茨城市、笠間市、

つくば市、茨城町、城里町及び大子町において採取されたきのこ類（野生の

ものに限る。）について、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係自治体の

長及び関係事業者等に要請すること。 
 
６．貴県において捕獲されたいのししの肉について、当分の間、出荷を差し控

えるよう、関係自治体の長及び関係事業者等に要請すること。ただし、貴県

の定める出荷・検査方針に基づき管理されるいのししの肉については、この

限りではない。 
 


